
【 三鷹市行政不服審査会による審議 】 

【 審理員による審理 】 

不適法 
な場合 

適法な場合 

却下裁決 

裁 決 
  

  

 不服 

処分に関与していない市職員が審理員
となって公平に審理します。 

弁明書の内容について｢反論書｣を
提出することができます。 

主張を理由付けるための書類等を
提出することができます。（審理員か
ら提出を求められる場合もあります。） 

審理が終わると、その結果が｢審理
員意見書｣として示されます。 

学識経験者が委員となる行政不服審査会
が、審理員の意見を踏まえ、第三者の立場
から公正に審議します。 

審議が終わると、その結果が｢答申
書｣として示されます。 

処分  

審理員の意見、行政不服審査会の答申を踏まえて、
審査請求に対する裁決が示されます。 

｢答申書｣の写しが送付されます。  

｢審査請求書｣の提出 

審査請求人が希望しない場合等に
は審査会へ諮問せず迅速に裁決
が示されます。 

 

※ 情報公開条例又は個人情報保護条例に基づく処分の場合や教育委員会等の市長
以外の市の機関に対する審査請求の場合には手続の流れが異なります。 

審査請求の手続中に処分の効力
を停止させたい場合には執行停止
を申立てることができます。 

  

審査請求期間を過ぎ
ている場合等 

  

処分担当課が｢弁明書｣により処分
理由を説明します。 

審理員が審理を行い、第三者機関がチェックします 

｢弁明書｣の副本が送付されます。 

｢反論書｣を提出することができます。 

｢証拠書類等｣を提出することができます。 

｢審理員意見書｣の写しが送付されます。 

｢主張書面等｣を提出することができます。 

主張を理由付けるための書類等を
提出することができます。（審査会か
ら提出を求められる場合もあります。） 

 

［ 問合わせ ］ 三鷹市役所 総務部 相談･情報課  電話：0422-45-1151(代) 

 


